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城原川ダム事業関連地域振興計画策定関連業務委託公募型プロポーザル 

                                実施要領 

 

１ 目的 

城原川ダム建設に伴い水没予定地周辺地域の生産機能及び生活環境などが 

著しい影響を受けることが考えられることから、ダム建設による影響を緩和 

するため、上位計画や関連計画との整合性を図り、社会情勢を見据えたまち 

づくりを行うための計画を策定する。 

令和元年度においては、平成３０年度の実施した住民アンケート結果による

課題やカテゴリをキーワードとして、地域づくり団体や地区代表者による住民

ワークショップや住民の地域づくりの意識高揚を図り、且つ地域活性化に向け

た情報発信の場として地域づくりフォーラムを行い、地域の将来像確立に向け

た取組みを行う。 

本業務においては、社会状況や本市の抱える課題、現行計画の検証結果を踏

まえるとともに、幅広い市民意見の取り入れなど、膨大なデータの収集や多様

かつ高度な分析が必要であり、効率的に業務を進めるため、振興計画策定関連

業務を委託することとし、本プロポーザルに参加する事業者から企画提案を募

集し、豊富な経験と高い専門知識を有し、計画策定を効率的かつ効果的に支援

できる事業者を選定することを目的として、本プロポーザルを実施する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

城原川ダム事業関連地域振興計画策定関連業務 

（２）業務内容 

城原川ダム事業関連地域振興計画策定関連業務委託仕様書による。 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和２年３月３１日（火）までとする。 

（４）契約限度額 

６，６７５千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 事務局 

本業務の事務局は、次のとおりとする。 

神埼市役所 産業建設部 ダム対策課 

住所 〒８４２－８６０１ 佐賀県神埼市神埼町神埼４１０番地 

ＴＥＬ ０９５２－３７－０１０３（直通） 

ＦＡＸ ０９５２－５２－６５４９ 

Ｅ－ｍａｉｌ damutaisaku@city.kanzaki.lg.jp 
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４ 参加要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

する者でないこと。 

（２）平成３１・３２年度の神埼市入札参加資格登録を受けている者であること。

ただし、登録を受けていない者であっても、参加表明書と併せて神埼市物品の

製造、修理又は購入に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することがで

きる者の資格及び資格審査に関する規程に基づく、入札参加資格審査申請書を

提出したうえで、資格を有すると認められる者は参加できる者とする。 

（３）佐賀県内又は福岡県内のいずれかに本店若しくは契約権限を有する支店（営

業所）を有すること。 

（４）平成２１年４月以降にダム建設に伴う地域振興計画策定に関連した業務の受

託実績を有していること。 

（５）参加表明書の提出日から契約締結日までの期間で、佐賀県及び本市から指名

停止措置を受けていない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法

（昭和１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申し立てがなされていな

い者であること。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２項に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でな

いこと。 

（８）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

 

５ 実施要領等の配布 

（１）配布方法 

神埼市公式ホームページ「事業者の方へ」から入手すること。 

https://www.city.kanzaki.saga.jp/ 

（２）配布期間 

令和元年７月８日（月）から令和元年７月２２日（月）まで 

 

６ 参加表明書の提出 

（１）提出書類 

別添「参加表明書提出要領」による。 

（２）提出方法 

持参又は郵送とする。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。

郵送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期間内に必着とする。 
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（３）提出期間 

令和元年７月８日（月）から令和元年７月２２日（月）まで 

（４）提出場所 

「３ 事務局」に同じ 

（５）構成員の数 １社とする。 

 

７ 参加資格の審査方法及び結果の通知 

（１）審査方法 

神埼市建設工事等入札参加資格審議会規程に基づき、参加資格の審査を行う。 

（２）審査結果の通知 

審査の結果は、参加表明書を提出した者全てに通知する。 

（３）異議申し立て 

審査結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては、一切受け付けないものとす

る。 

 

８ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 

別添「企画提案書提出要領」による。 

（２）提出方法 

持参又は郵送とする。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。

郵送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期間内に必着とする。 

（３）提出期間 

令和元年７月２５日（木）から令和元年８月５日（月）まで 

（４）提出場所 

「３ 事務局」に同じ 

 

９ 企画提案書説明会（プレゼンテーション及びヒアリング） 

（１）実施日 

令和元年８月６日（火）※予定 

（２）実施場所 

神埼市役所 会議室 

（３）留意事項 

① 既に提出した企画提案書のみを使用して説明すること。追加資料等は受理し

ない。 

② 説明の際のパソコン、プロジェクターは、事務局で準備したものを使用する

こと。 

③ 説明者は、予定技術者調書（様式４及び５）において指定された管理技 

術者及び担当技術者（主担当）の計２名の出席とし、原則として代理出席 
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及び指定された者以外の者は出席を認めない。 

④ 欠席の場合は、受注意思がないものとみなす。ただし、交通機関の事情 

等、真にやむを得ない理由により、欠席又は遅刻する場合は事務局へ連絡 

すること。 

 

１０ 企画提案の審査方法及び結果の通知 

（１）評価部会及び選定委員会 

市は、本プロポーザルにより適正かつ公平に選考するため、「城原川ダム事業関

連地域振興計画策定関連業務委託者評価部会（以下「部会」という。）」及び「城

原川ダム事業関連地域振興計画策定関連業務委託者選定委員会（以下「選定委員

会」という。）」を設置する。 

（２）委託予定者の選定 

本プロポーザルの参加資格を有すると認められた者から提出された企画提案書

等の内容について、部会によるヒアリング等の評価結果を選定委員会に報告、審

査を行い、委託予定者を選定する。 

（３）審査結果の通知 

審査の結果は、審査に参加した者全てに通知する。 

（４）異議申し立て 

審査結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては、一切受け付けないものとす

る。 

（５）審査結果の通知 

令和元年８月７日（水）※予定 

 

１１ 審査基準 

 委託予定者決定に関する審査基準は、次のとおりとする。 

（１）企画提案力 

企画提案書、説明及びヒアリングを通じて、企画提案内容、構成、説明力を審

査する。 

（２）適切性 

平成３０年度に実施した基礎調査検討結果等の分析又、神埼市の地域実態等を

把握し、それに配慮した適切な支援内容となっているかを審査する。 
（３）専任制 

委託予定者となった場合の配置予定の管理技術者・担当技術者及び調査技術者

等の具体的な業務実施体制と手持ち業務内容、件数を審査する。 

（４）技術力 

業務を遂行するために必要な知識、経験及び同種業務の実績を審査する。 

 

 



5 
 

（５）総合評価 

上記（１）～（４）を総合的に勘案し、城原川ダム事業関連地域振興計画策定

関連業務を委託するに適しているかを評価する。 

 

１２ 失格条項 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）審査に影響を与える行為があったと認められる場合 

（２）提出した書類等に虚偽の記載があった場合 

（３）企画提案書を複数提出した場合 

（４）書類の提出方法及び提出期限を遵守しない場合 

（５）参加資格を有しない者が企画提案書を提出した場合 

（６）指定する様式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合 

（７）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（８）本プロポーザルの公告の日から契約締結までの期間中に本業務及び関連 

業務に関する営業活動を行った場合 

（９）その他、市長が本要領に違反すると認めた場合 

 

１３ 契約の締結等 

（１）契約の方法 

選定委員会によって選定された最優秀者を随意契約の相手方として、契約の交

渉を行うものとする。ただし、最優秀者との契約が不可能となったときは、次点

者を随意契約の相手方とする。 

（２）契約の手続き 

神埼市財務規則による。 

１４ 留意事項 

（１）提出期限後における参加表明書及び企画提案書の変更は認めない。ただし、

変更の理由及び変更の内容について、市長がやむを得ないと認めた場合はこの

限りではない。 

（２）参加表明書及び企画提案書は、返却しない。ただし、参加表明書及び企画提

案書の著作権は、提案者に帰属するものとする。なお、本プロポーザルの審査

及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、複製、記録及び保存を行う。 

（３）原則として、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。 

（４）本プロポーザルに係る費用は、提案者が全て負担するものとする。 

（５）参加表明書提出後に本プロポーザルを辞退する場合には、速やかに事務局に

連絡するとともに、辞退届（様式第９号）を事務局に提出すること。 

（６）本業務を受託した場合に従事する予定技術者は、提出書類に記載された者に

限るものとし、特別な理由があると認められた場合を除き変更できないものと

する。 


